
 

 

 

 

『南海トラフ巨大地震対策《緊急提言》』全国の水道事業体への周知状況について（案） 

 

１ 周知方針（※令和元年度第３回検討会において承認） 

  全国の水道事業体に周知することが目的であることから、可能な限りの方法を用いて周知

を行う。 

 

２ 周知状況 

（１）厚生労働省関係 

〇厚生労働省「令和元年度全国水道関係者担当者会議」（新型コロナにより書面開催）資料 

 本文及び資料編に別添（会議資料目次・本文掲載内容・資料編パワポ）のとおり掲載さ 

れ、全国の水道事業体に紹介 

 〇厚生労働省ホームページ掲載 

  水道対策 

▽危機管理 

▽関係団体の取り組み 

▽大都市水道局大規模災害対策検討会（南海トラフ巨大地震対策緊急提言等） 

▽検討会事務局（東京都水道局）ホームページに遷移 

    

（２）業界紙関係（※各掲載記事を添付） 

  〇日本水道新聞 

   令和２年１月３０日 第３回検討会実施記事 

２月１３日 トップニュース-緊急提言公表 

３月１２日 特集記事で紹介 

仙台市渡部課長・大阪市佐野課長・神戸市伊賀課長・ 

東京都保永課長の緊急提言４者座談会（於：仙台市） 

○水道産業新聞 

令和２年２月 ３日 第３回検討会実施記事 

２月１３日 トップニュース-緊急提言公表 

３月３０日 特集記事で紹介 

名古屋市坂口主幹・広島市桝原課長・東京都保永課長が提案内容 

の紹介 

 

（３）日本水道協会関係 

  ○日本水道協会ホームページにリンク張付けの予定（6/30 総務課聞き取り） 

  ○令和２年度水道イノベーション賞に応募（８月上旬選考会） 

   「南海トラフ巨大地震対策《全国の水道事業体に向けた緊急提言》」の作成と発信 

   →受賞した場合には、日本水道協会ＨＰや業界紙等において周知される。 

令和２年７月８日 

大 都 市 水 道 局 

大規模災害対策検討会 

資料 8-〔その他緊急提言〕 


